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酒精中毒治療の予後に関する研究

一 抗酒剤療法を中心として -
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緒 言

7ルコール性飲料は古代から人顎と共にあ

ら,これによる醒酌はいつ も多くの社会問題

を起してきた.そして近年,酷酎時の犯罪や

覇酎運転の事故等が目立ってきてお り'これ

に関連 して,アルコール中毒者の増加,そし

て特に若年者アルコール中毒の増加の傾向に

は考えさせられる幾多の問題があろ う.

このようにアルコール性飲料の摂取は,人

間生活と深い関係があるところから,それに

よって起る身体的,殊に精神機能に及ぼす影

響について,精神医学的立場から,主として

精神病理学的研究が古 くから多数の研究者に

よって行な わ れ て きた. ERNST RUDIN,
1)

KRAEPELIN,GyLS,そしてわが国で も中村,
O_i)O_3)

定利,三田谷,平塚,加藤等の業績がある.

しか し乍ら,アルコール中毒の治療という

面では極めて消極的に7ルコ-ル中毒者を専

門の精神病院に収容した上で禁酒することの

みが,留っての唯一の治療方法であった.と
21J3

ころが1948年に HALD と JAcoBSEN が抗

酒剤として DISULFIRA11.4(Antabuse)を発見

し,臨床的に応用したので,この領域に もよ

うやく化学療法の時代がやってきた.か くて

アルコール中毒を抗酒剤によって積極的に治
4:5)6)

療 した幾多の業績 もまた報告 され るに至っ′~＼

た.その上,1953年に はFERGUSIONが更に

新抗酒剤として,CARBIMIDEの誘導体である

CITRATED CALCIUM CARBIMIDE (C.C.C.
叉はTemposil)を発見 した.これは Antabuse

投与で屡々経験する臨床的に好ましくない副

作唱を除去する目的の研究の結果として発見

された ものであるが,その臨床経験について
7; 8. 9二 11IL)

FERGUSION,BELL,ARMSTRONG,和 田等

の詳純な報告がある.

ところで,それらの薬剤治療の諸報告は概

ね短期間の治療成績が主休であって,治療後

の年余に亘る実態調査による治療成績は少な

い.したがって抗酒剤治療の効果を知るには

不充分な点が少なくない.そこで著者は,過

去 3年間に治療 し得た抗酒剤 治療の予後につ

いての精神医学的検討を試みた.

なお,研究対象となった被検者の大半は慢

性7ルコール中毒者であるが,しか し中には

その状態にまで達せず,ただ酒精噂癖の故に

加療を求めたもの も見出されるので,一応酒

精噂帝者が研究対象であると云 うのが妥当で

あろう. しかしその殆んどが広義の7ルコー

ル中毒者であることは云 うまで もない.

被検者及び調査方法

昭和31年 9月より昭和34年 3月に至る間,

弘前大学医学部附属病院神経精神科を訪れ,

加療 された無選択例89名について,第 1表に

示 した如きアンケー トを出したが,その うち
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調査資料の整った45名を本研究の対 象 と し

た.その内訳は,入院加療33名,外来治療12

名からなっている･年令は18才から59才 (辛

均年令は37才)で,すべて男性である･

第 1表 アンケート

Ⅰ その後,酒は 1)全然のまない 2)( 年

月 日)からのみはじめた.

Ⅱ またのみはじめたとすれば

A 1)治療前ほどのまない 2)ほとんど変

りない 3)余計のむようになった

B 酒の種類 1)洋酒 2)清酒 3)焼酎

4)その他

C 量 1カ月平均 ( )回位,1回

平均( )合,最高( )合位

か Ⅲ 再びのみはじめるようになったのは

1)がまんできなくて 2)少しならいいと思

って 3)人にすすめられて 4)やけ酒で

5)その他

Ⅳ その後の日常生活では

A 仕事は 1)ちゃんとやっている 2)な

んとかやっている 3)全然だめ

B 人に迷惑をかけることが 1)ない

2)時々ある 3)しばしばある

C 家庭の折 り合いは 1)良い 2)あまり

よくない 3)悪い

D 自殺について 1)考えた事がない

2)考えた事がある 3)決心した事があ

る

Ⅴ 治療の結果 としては 11治療前よりよい

2)ほとんど変 りない 3)かえって悪い

' 診断名別にみると酒客9名,渇酒症 3名･

慢性アルコール中毒23名,振戦せん妄 3名,

アルコール幻覚症 3名,痴呆状態を主とする

アルコール精神病 4名である.

因みに,第 1表のアンケ ートⅠ･Ⅱ･Ⅲは

治療後の飲酒状況,Ⅳは治療後の社会復帰性

を調査したもので,とくにⅣの中のAは職務

に復帰しているか否か,Bは対人関係の復帰

性,Cは家産への復帰性,Dは自己に対する

復帰性をみたものである.

抗酒剤治療の際に行われる所謂試験飲酒に

先立つと ころ の抗酒剤 (即ち Antabuseや

Temposil)の投与法は報告者により異るが,

我々は Antabusel日量0.5-1.0gを3分服で

1週間,一方 Temposilは衝撃投与を原則と
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した (即ち試験飲酒 2時間前に 1回だけ50-

400mg投与する)が,なかにはAntabuseと

同様連日投与を試 み た もの もある. また

AntabuseとTemposilとの併用が 5例ある.

抗酒剤の治療実施に先がげ,肝臓機能及び

腎臓機能を検査,禁断症状が消失し,身体的

に肝 ･腎の機能に著しい障害がないと看徹し

得た者に抗酒剤を投与したことはいうまで も

ない.なかには精神症状の改善及び禁断症状

を除去する為に, トランキライザー等による

諸療法を施行したものも若干ある.また,被

横列中には肝臓庇叢剤 (メチオニン,グロソ

サン,葡萄糖,ビタミン剤等)による肝臓障

害の治療 と精神療法とのみを行って,抗酒剤

を使岡しなかった14例も含まれているが,そ

れらの症例は抗酒剤治療例と比較対照して調

査した.

それらの断酒療法に対する効果は,治療後

の現状を調査において,殆んど完全な禁酒の

場合のみを tt寛解"と称し,再び飲酒を試み

てはいるが,その量や回数が以前に比して激

減 し,社会生活の円滑なものを tt軽快"とし,

再飲酒後以前と変らぬ位乃至は増量している

ものは tt不変りとした.

なお,抗酒剤治療例における飲酒試験時の

症状即ち "抗酒剤-アルコ-ル反応"の効果

度は第 2表に示す如くであって,それぞれの

判定規準に従って総合判定した.

調 査 成 績

治療を受けた45例の中,寛解18例 (4070),

軽快12例(2770),不変15例 (3370)であった

(第 3･4表参照)

1. 治療方法と予後の関係

本項目における成績は第 3表に示す通 りで

ある.即ち抗酒剤以外の治療 (即ち肝庇護剤

電撃療法, トラソキライザー,精神療法)の

みを行った14例では,寛解は6例で4370,餐

快は4例で約3070,不変 も4例で約3070であ

った.これらの症例は殆んど肝 ･腎機能異常

が改善しなかったものや,或いは精神症状の
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第 3表 治療別にみた予後

l

予 後 ､寛 撃-且 旦 .香.変 計
治療法 - ＼､､ ト入院 外来㌧入院外来 入院外来iZI J

肝 庇 護 剤 2≧2i2≧1 2･2･ll

丹 比 謹 剤 1 ,,p__i,L 止 ､LL 1 1
電 撃 療 法
一再甘 露~葡~
トラソキライザー

Antabuse

Temposil

Antabuse

Temposil

計

予 後

2 9

三十 ~(10

1414 9日 ･1015
18 12. i 15

(40%) (27%)｣(33%)

寛 活酒剤以外表 ,i

解 抗 酒剤 使 用

軽 抗酒剤以外の
治 療

快 抗 酒 剤 使 用

不

抗酒剤以外の

治･ 療

変 抗 酒 剤 使 用

計

快復が不良の為に,抗酒剤治療が出来なかっ

たものである.抗酒剤治療の31例に於いては

寛解が12例で約40%,軽快が 8例で約Ii,不

変が11例で3570であった.

2.治療法と禁酒持続期間との関係

治療後の完全禁酒持続胡間は,最少 3カ月

最高 3年間の経過追究結果では第 4表に示す

ようであった.

即ち,45別中,15例は1年以上完全禁酒を

保ち,又他の16例は3カ月以上完全禁酒を保持

している.ただしその内の 5例は,未だ観察

期間が 6カ月以内である.再発(軽快と不変)

の27例中,6例が不明であるが,期間の明瞭な

もの21名中でも大部分の19例は6カ月以内に

第 4表 完 全 禁 酒 持 続 期 間

月

4 5 6 2.｢且ど
H

OO7

年 期間
計

ト 212-3不明

3. 2

3 1≧4 911.2124

註. ( )は外来治療者

L l告 -) 23･1-

1 2(1) 9

F (1)! 4
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再飲酒を開始している.特に抗酒剤による治

療を受けたものは,すべて 1カ月以上の禁酒

を障っていたのに反し,抗酒剤以外の治療の

みを受けたものでは 1カ月以内に再発して元

の飲酒量に戻った 3例がみられる.

この結果からみると,抗酒剤治療が有効で

あり,その効果は大部分の患者に於いて凡そ

3カ月の有効期間が保持されるようであるし

またほぼ6カ月以内が再飲酒の危険性が多い

と云い得よう.

3･初診時の病名乃至は状態像と予後

冒頭でも述べた通 り,本研究の対象は酒精

堵癖者であるが,その大半は酒精中毒である

その細部にわたる状態像別の診断を主として

予後を検討すると第 5表のようである.即ち

第 5表 受診時診断乃至は状態像

___:_:_:㍉ I_--;_忘 喜:-:.‥二 ‥∴∴ ∴-I-:-I
寛 解

軽 快

不 変

計

改善率

4 1 3

75%F67%

酒客の5070弱を除くと寛解 ･軽快を合算 した

改善率はいずれも70%近辺であって大差がな

い.従って症状の重症度と改善率は強ち平行

するとは断じ得ない.ただ渇酒症は比較的改

善率がよいが,しかしこれとても観察期間が

長びけば或いはまた改善率が低下するかも知

れない.

以上の結果は性格面の特徴を一応抜いて述

べたもので,その点からみた結果は改めて一

括して後述する.

また,初診時の精神状態から予後を検討す

ると,その結果は第 6表のようである.

因みに精神状態像としては,心気症 ･強迫

症等の神経衰弱状態,抑 うつ ･不関等の滅動

状態,発揚 ･不安 ･不機嫌 ･衝動等の増動状

管,幻覚 ･妄想等の幻覚妄想状態,錯乱 ･せ

ん妄 ･健忘等の錯乱状態,作話症 ･記憶力減

退 ･見当識消失等の記憶減退状態,痴呆 ･欠

陥等の欠陥状態及び病的醒酎傾向などがあげ

られる.

第 6表 受診時精神症状

神 経 衰 弱 状 態

減 動 状 態

増 動 状 態

幻 覚 状 態

妄 想 状 態

錯 乱 状 態

記 憶 減 退 状 態

欠 陥 状 態

病 的 酪 酎 傾 向

そ の 他
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さて,第 6表に示 した如く,初診時精神症

状では,増動状態が最 も多く,幻覚状態,妄

想状態,病的酷酎傾向,神経衰弱状態,滅動

状態,記憶減退状態の順になっている.

ところで,それらの症状と予後との関係を

みるに,記憶減退状態や欠陥状態を有するも

のでは寛解例がない.滅動状態を示す ものが

最 も寛解率がよく,次に病的醒酎傾向を有す

るもの,幻覚状態 ･錯乱状態のものが比較的

寛解率がよくなっている.

4. 遺伝負因と予後との関係

遺伝負因については,4親等内に大酒家を

認めたもの14例,病的離酎者を認めたもの 2

例あり,負因率35%であった.この16例中,

寛解は7例,軽快は 4例,不変は5例である.

即ち完全に禁酒 しているものは7例で,再飲

酒したものは 9例ということになる.この結

果からは遺伝負因を有するものは,必ずしも

予後不良であるとは断じ難い.

5. 性格と予後との関係
ll)

精神病質については今日 K.ScHNEIDER
の分類が用いられるので,この類型に従って

性格傾向を検討してみた.爆発性を有するも

のが18例で最 も多く,意志薄弱性が17例,自

信欠乏性が11例,発揚性が10例,顕揚欲性及び
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気分不安定性が各々6例であった.

第 7表 性格面における特性

＼ 予 後 寛 解 軽 快不 変
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これらの性格類型と予後との関係を一括 し

て示すと,第 7表のようである.即ち寛解率

の最 もよかったのは抑 うつ性と無力性とであ

って,抑 うつ性 4例中 3例が,無力性 4例中

3例が寛解を示 していた.自信欠乏性は11例

中豊解 7例で,比較的良好な成績を示 してい

る.しかし発揚性10列車3例,気分不安定性

6列申2例,爆発性18例中 5例,意志薄弱性17

例中 6例に夫々寛解をみたとは云え, 顕 揚

欲性のものは6例申寛解をみたものが皆無で

あった.また外来治療は入院治療 より成績が

悪かった.特に意志薄弱性性格のものでは一

人の寛解列もなく,従ってこの類型のもので

は入院治療が最 も望ましいと云わなければな

らない.

6. 環境状態及び症状程度と予後との関係

ここでい う環境状態とは対象別の環境を評

価 したもので,第 8表の通 りである.酒類に

緑が遠 く,自らのむのでなければ飲酒機会が

殆んど無いと云 う環境で,且つ固園に指導的

人物が存在する場合を (+)とし,その何れ

をも欠 く場合を (捕)とし,その何れかが滞

っていない場合を(+)とした.また第 9表の

対社会的症状程度とは,飲酒による障害の強

さを示 したものである.つまり病識があって

治す意志があり,社会的にも著しい障害を示

していない場合を (+),そのうち社会的障害

田

をかな り来たしている場合を (+‡-),病識が不

確実で治療-の協力性なく,且つ社会的障害

の著明な場合を (料)とした.

次いでその成績をみると,環境状態に於い

ては,(+)が 4例,(+)が28例, (料)が

13例である.対社会的症状程度に於いては,

(+)が 7例,(汁)が20例,(料)が18例と

なっている.従ってこれらの対象例は,殆ん

どすべて重症に懐いていると云 うことが出来

よう.それらの条件と予後成績との関係は夫

々第 8表 ･第 9表の通 りである.

第 8表 生活環境状態

iZ!
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先づ環境状態に於いては,予後成績とほほ

比例して環境状態のよいものほど寛解率が高

くなっている.次に対社会的症状程度に於い

ては,環境状態と同様に,症状程度が軽度で

ある者ほど寛解率が高 くなっている.

7. 受診迄の飲酒期間と予後との関係

われわれの被検例の飲酒開始LF令は,14才

より30才で,平均21才であった.飲酒開始よ

り受診乃至加療迄の飲酒期間は最少 3年より

最大38年間,平均17年間であり,ll-20年間

飲酒が最 も多い.この飲酒期間と予後との関

係は第10表に示す通 りである.10年以内の例

では,寛解が 2例,軽快が 4例,不変が 4例
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第 10表 受 診 加 療 迄 の 飲 酒 期 間
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で,改善率は平均60%である.11年から20g.

以内の例では,寛解が10例,軽快が 6例,不

変が 9例で,改善率は平均64%である.21軍

から30年以内の例では,寛解が 4例,軽快が

1例,不変は見当らない.31年から40年以内

の例では,寛解が2例,軽快が1例,不変が 2

例で,改善率は平均60%である.この結果か

らみると,飲酒開始より加療迄の飲酒期間の

短い者ほど予後が良好であるとは云い難い.

第11表 治療時の年令

予か 畢 堅 寓 0-29j30-39･40-4950-59

＼ ■ ‡ ll

軽 2 6 2 2

餐 .;

l
l

.可

下

ー

一
ー

2 2

12 71

43% 63ヲ∠i8304 71%

因みに初診時軍令と予後との相関をみれば第

11表の如くである.即ち,29才以 下 の例 で

は,寛解が 1例,軽快が 2例,不変が 4列で

改善率は平均4370である.30才から39才以内

の例では,寛解が 6例,軽快が 6例,不変が

7例で,改善率は平均63%である.40才から

49才以内の例では,寛解が 8例,軽快が 2例

不変が 2例で,改善率は平均8370である.50

才から59才以内の例では,寛解が 3例,軽快

が 2例,不変が 2例で, 改善率は平均71%で

ある.この結果からみると,初診時年令の若

い者ほど予後が一般に不良に傾いていると云

わなければならない.

l

2

11

2 ≒ 4

100% 60 %

]L
1

i

8.試験飲酒回数と予後との関係

抗酒剤治療群における試験飲酒回数と予後

との関係は,第12表に示す如 く, 1回のみの

試験飲酒でかなりの効果がみられる.即ち1

第12表 抗酒剤治療例における試験飲酒回数

＼ ぞ 験監鼠 1
予後 ＼

解

快

変

計

41.13ix2

1

1

2

4

回のみの試験飲酒を行った16例申,寛解は6

例 (約4070),軽快は5例 (約30%),不変は

5例 (約3070)であった.3乃至 4回の試験

飲酒を行なった7例中,寛解は4例(約6070)

軽快が 1例,不変は2例であった.これより

試験飲酒回数は,1回のみよりも3乃至 4回

も行った万が,予後の点で良好な結果が得ら

れるということになる.

9. 抗酒剤-アルコール更応度症状と予後

との関係

第13表は抗酒剤治療例における試験飲酒時

の抗酒剤-アルコール反応度 (第 2表参照)

と予後との関係をみたものである.

中等度乃至はそれ以上の反応を示 したもの

の改善率は7070以上であり,軽度反応者の予

後は極めて不良である.したがって反応の強

度に比例して予後 も良好であるという結果が

得られる.
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第13表 抗酒剤-アルコール反応度試験酒反応効果
- 1-1
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10. 再飲酒動機

第14表は,治療後禁酒が破れたものに対し

どういう動機から再飲酒するに至ったかを調

査した結果である.この調査の中で最 も多か

ったのは, ｢少 しならいいと思って｣と云 う

のが18例 (約6070)でありI ｢我慢出来なく

て｣が 5例 (約1570),｢人にすすめられて｣

が 4例 (1070強),｢やけ酒で｣が 2例 (約 5

70),其の他が 2例であった.tt少 しならいい

と思って"ということの意味には必ずしも意

志薄弱ばか りが関係するとは云い得ないか も

知れないが,しかしその因子が大 きいことは

否めない.又 ｢我慢出来なくて｣と回答した

5例に共通した性格傾向は,意志薄弱性 (3

例)と発揚性 (2例)であった. ｢人にすす

められて｣の 4例申, 3例が爆発性 ･意志薄

弱性の両傾向を有していた. ｢やけ酒で｣の

2例は共に発揚性の傾向を有していた.

ll. 社会復帰性

治療後患者の生活がどうなっているかとい

う点からみた予後の調査成績は,第15表に示

第 14表 再 飲

＼飲酒動機
--- :ミー
軽 快

計

我浸出来な くて少しならし

田

第15表 社 会 復 暗 性

A 職務上

ち ゃ ん と
やっている

% # 1 12(6)I

計

B 対人的

66('22三1
34し85%)!

なんとか
やっ て いる

2(1)

5

8(10%)

嘉も譜 警 息 Fl誓警警宗
が な い 時 に あ る

寛 解 t 8(5) 3

軽 快 ∃ 6(2). 2(2)

不 変 L 5(2) 5(2)

計 l 28(67%)･･ 14(33%)

C対家匪

家庭の折 り
合いはよい

寛 解

軽 快

不 変

計

D 対 自己

_-ll_･f/_T -t=1

寛 解

軽 快

不 変

全然 だ め

要警譜豊l雫質語
りよくない∈悪 い

1三…三三1 1. .

34(80%)1 4(10%). 4(10%)

自殺につい :自殺につし

il.jf･,-'.I['票 .tJ:.=FiL予 ']:LIL.

11(5)

6(3) 1

8(2) 3

自殺につい
て決心 した
事 が あ る

計 ■ 35(90%) 4(10%)

註 ( )は投酒剤以外の治療をうけたもの

酒 動 機

他

2
(6%)
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す通 りであった.即ち碍務に復帰 し,間違い

なくやっているものは8570'家庭生活 も問題

なくよくやっているものは8070である.対自

己に関して ｢自殺について考えた こ とが な

い｣と回答した もの9070である.一般に,職

務上や対家庭乃至は対自己に関する復帰性は

良好であったと考えられる.しかし対人的な

ものに関しては, ｢ひとに迷惑をかけること

がない｣と回答した ものは,他の ものより成

績が劣 り,6770であった.これは対人関係の

復帰が最 も困難であることの一端を示 してい

る.なお,再発例 (軽快と不変)ではすべて

に於いて適応失敗が多くなっていることが目

立つ.

症 例

上述のような綜舎成績を得た症例の うちか

ら若干例を抜 き,その実際を詳述 して み よ

う.即ち次の通 りである.

症例 1:38才,鉱山夫.慢性酒精中毒.

遺伝負因 :父が大酒家.

飲酒歴 :30才時の第 2子出生以来何とな く

飲酒を欲 し,付合い程度の飲酒から2-3年

の うちに次第に毎 日晩酌 5台程度のむように

- 447

なった.36才時の夏から手指振戦が現われた

が,今迄 5台程度の飲酒は欠かした事がない･

梯子酒が大好 きである.飲酒後,時に妻に対

して暴行する事はあるが,特別他人に危害を

加えるとい う事はなかった.昭和33年 9月仕

事上で上役と飲酒 し暴れ,注意 された.その

頃から朝一杯ひっかけてから仕事に出る事が

多 くなった.又此の頃胃の具合 も悪 く,飲酒

すると調子がよくなるので,益々飲酒するよ

うになった.血圧が高いからとよく注意 され

るのだが,飲みたくて仕様がない.現在迄特

別 もの忘れするとか,幻覚はない.醇酎がひ

どかった翌日に仕事を休む事が屡々みられて

来た.

現在症 :性格は明朗 ･多弁 ･社交的 ･我俸

虚栄 ･気分易変 ･易倦 ･意志薄弱である.精

神身体症状としては,手指振戦 ,高血圧症190

-110mmHgを認めた他に異常はない.肝臓

機能正常,心電図及び脳波 も正常.

試験飲酒 :第1回目 :Antabusel日量0･5g

7日間,総量3.5g授与 し, 8日目に 2級清酒

(7ルコール含量1570)を用いて試験飲酒を

行なった.試験飲酒時の状態は第16表(I)に

示す通 りである.

第 16表 (Ⅰ) 症例 Ⅰの第 1回目試験飲酒時所見

(分) (C.C.) (mg/dl)I(mmHg)■ (/分)
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2升位のんだようだ

腹部不快圧迫感

全身のふるえ,視野がかすむ,胃が苦しい,堰

喉部灼熱感

全身倦怠,苦悶

蒼白な顔色にて眠っている.

苦悶状

苦悶状軽減,頭痛

平常に戻っている
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第 16表 (Ⅱ) 同上第2回目試験時所見

1(分))

411130.-80 64

臨 床 経 過

10

20

終了後

30

60

三42蓋蓋 貞

200: 110- 40 134

220

終了
50.- 0 112

60.-20 80

120.-70 74

顔面紅潮,熱感,呼吸促進,頭重感,全身動揺感

酒がにがい

1升位呑んだ気分,胸部圧迫感

頭痛,苦悶秩,噴気,呑む気しない

曜吐 3回

苦悶状軽減,吐気なし

殆んど平常に恢復

第 16表 (Ⅲ) 同上,第 3回目試験時所見
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第 2回目 :前回の後 7日目に Temposil1

日量100mgを 3日間,次いで150mgを 2日間

当日100mg,総量700mgを与え,最終服薬 2

時間後に 2級清酒 (アルコ-ル含量1570)香

用いて試験飲酒を行った.その結果を第16表

(Ⅱ)に示す通 りであった.

第 3回目 :前回 の 後 10日目に Antabuse-

Temposil併用療法を試みた.即ち Antabuse

l日量0.3gと Temposill日量100mgを 4日

間投与,次いで Temposill日量100mg 3日

間,試験飲酒当日 Temposi150mg投与 し,

2時間後 2級清酒 (アルコール含量1570)香

用い試験飲酒を行った. そ の 経 過を第16表

(Ⅲ)に示す よ うであった.

臨 床 経 過

顔面紅潮,itJ熱感,蕗重感,呼吸促進

1升位のんだようだ

頭痛,胃部灼熱感,曝気,もうのめない,酒

は見るのも嫌だ,苦悶状

苦悶,頭痛

苦悶状軽減

予後 :退院 2カ月後,妻 との折合が悪 くな

り,やけ酒をのみ,以来再飲酒 したが,清酒

1- 2台程度を時に飲む位で,節酒の状態が

6カ月つづいて現在に至っている.

症例 2:36才,鉱夫.慢性アルコール中毒

遺伝負因 :遺伝負因については,父系は不

明,母系には特に精神々経疾患は認められな

い.

飲酒歴 :18才時私生子だとい う事がわか り

その頃からやけ酒にひたるようになった.鉱

内夫 とい う危険な仕事についている関係や,

その仲間の環境から飲酒の機会多 く,漸時酒

量 も増 していった.酒は殆んど濁酒や焼酎で

ある.昭和32年 (34才)よりは毎晩の如 く1
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升酒をやるようになった･飲酒し始めると眠

ってしまうまで飲まないと気がすまない･中

途半端な飲み方をすると夕吊こ出て飲む.今迄

飲酒の上の暴行 ･犯罪を犯した事はなく'病

的醒酎状態になった事はない.その当時より

手指振戦 も出現して来た.禁酒しようと思っ

ても2-3日すると苦しくて,仕事にも手が

つかず,我慢しきれなくなって禁が破れてし

まう.飲酒しないと,日中飲みたいという気

ばかりになって仕事がやれない.昭和33年に

なり痔が悪化し,出血痔痛で飲酒を多少加減

していたが, 9月手術して調子よくなったの

で,安心してよけい飲酒するようになった.

禁酒しようと思 うが,自分ではどうしても止

められない,また飲まないと最近はいらいら

して,睡眠も障害 されるという.

現荏症 :性格は内気 ･小心 ･意志薄弱であ

る.精神身体症状は,睡眠障害を訴え,神経

衰弱状態を呈し,手指 ･眼振に振戦が認めら

れる.肝機能に異常はなく,心電図及び脳波

は正常であった.

試験飲酒 :第 1回目:Antabusel日量0.5

gr.7日間,総量3.5gr投与. 8日目に2級清

宿 (アルコール含量1570)を用い試験飲酒を

を行った.

第2回目 :前回後 7日目に Temposil100

mgを衝撃授与し, 2前間後 2級清酒 (アル

コール含量1570)を用い試験飲酒を行った.

第3回目 :前回後 3日目に Temposi1200

mgを衝撃投与し, 2時間後 2級清酒 (アル

コ-ル含量1570)を用い試験飲酒を行った.

第4回目:前回後 3[]目に Temposi1300

mgを衝撃授与し, 2時間後清酒 2級 (アル

コ-ル含量1570)を用い試験飲酒を行った.

予後 :退院後 6カ月になるが,完全禁酒持

続 しており,飲みたいと思わないといい,職

務に復帰し,家族との折合いもよくなり,現在

完全に社会復帰をみている.寛解の例である.

症例 3:46才,商業,慢性アルコール中毒

遺伝負因 :父系祖父及び父が大 酒 家 であ

る.他に精神神経疾患は認められない.

- 449

飲酒歴 :27才軍隊に入ってから酒を飲むよ

うになったが,最初の 1-2年間は2-3台

位で噴吐し,2-3日体の具合が悪かった.

酒の味はわからなかったが,酔気分のよさを

求めて3日に 1回位のんでいた.除隊後 も飲

酒は続けており, 7-8台位で も唱吐しない

ようになったが,酔 うと気がたって,少 しの

事にもカツとなってものを投げて壊してしま

うようになった.しかし人等を叩いた事はな

い.のみ出すと2-3台ではやめることが出

来ず,7-8台のむとものを投げて暴れ出す

事が最近は多くな り,5回に3回位はあり,

又健忘を残すようにもなった.

現在症 :性格は小心 ･易怒性である.精神

症状は病的醇酎傾向あり,身体症状としては

特に異常 を認 めず, 肝機 能 は異常 で,

C.C.F.T.(CephalincholesteroIFlocculation

Test)(冊), T.T.T.(ThymoITurpibity

Test)正常,ビリルビンは潜在性叢痘量,血

清高田反応陰性であった.心電図及び脳波は

共に正常であった.

試験飲酒 :第 1回目 :入 院後 10日 目に

Temposi1150mg衝撃投与し,2時間後 2級

清酒 (7ルコール含量1570)を用いて試験飲

酒を行った.

第 2回目:前回後 7日目に Antabuse150

mg衝撃投与し, 2時間後 2級清酒 (アルコ

ール含量1570)を用いて試験飲酒を行った.

予後 :退院後 1カ月目に少 しならいいと思

い,再飲酒しはじめたところ,元の飲酒量に

戻ってしまった.社会的には現在のところ問

題をおこしていない.不変例である.

考 接

AntabuseやTemposil等の抗酒剤について

は今迄 も予後に関する報告がなされている.
3.liz)

即ち,Antabuseの治療により,JACOBSEN
は100例中社会的改善52例,かな りの改善19

例,少しく改善 12例,不変 16例を,また,
13)

BARRERA等は2-4カ月の観察により21例
14)

中で完全禁酒14例,STAHELIN 等は 15日間
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の観察で50例中に32列の完全禁酒をみたと報15
告している.またわが国では高橋要は 150例

中,完全禁酒63%,飲酒量の減少34.9%を,
{))

石橋教授等は4カ月以上の観察により15列中
】6)

に完全禁酒9例をみたと報告している.薄葉

は石灰窒素を用いた法療により1年間の観察

で 150列中,完全禁酒50.670,減量24%,後

戻り3270で,社会的改善を示 したもの74.6%

と報告している.

著者のTemposil･Antabuseによる治療の

31例の3年間の長期予後調査の結果は,寛解

(完全禁酒)3970,軽快 (減量)2670,不変

(以前の飲酒量に戻ったもの)35%であった.

又社会的改善を示 したもの6770,一部に問題

があるもの237oI改善されなかったもの1QYo

であった.この成績は諸家の報告による成績

より下廻っている.しかしこの成績は 3年間

に亘る予後成績であるので,諸家の数カ月の

予後成績とは一様に比較することは些か妥当

ではない.寧ろ軍余に亘る予後成績では改善

50-60%とみるのが妥当ではなかろうか.た

だ一口に改善といっても社会復帰性に於ては

対人関係の改善率が最 も悪いことを知 り得た

が,酒精噂癖者や中毒患者に対して,この点

の精神療法の困難性が うかがわれるところで

ある.

抗酒剤以外の治療(肝庇護剤,Tranquilizer,

電撃療法)と抗酒剤治療 との比較について,節

者は主として振戦せん妄,酒性幻覚症,アルコ

ール精神病といった重症例に行なったもので

あるが,その予後に関しては後者と殆んど変

りない成績であった.後者は治療期間を短縮

せしめ,精神療法を容易にせしめるという点

で大いに利点があったとはいえ,再発傾向は

法療期間が少い為か些か上廻っているのは否

めない.振戦せん妄や酒性幻覚症の治療にSc-
17)

HULTZはChlorpromazineの有効性を認め,そ

の他多くの報告は最近の新薬について報じて

おり,その中の一つは, Ritalinがアルコー

ル中毒治療に価値あるものであると述べてい
18)

る･叉他の論文では,振戦せん妄に対 してSeト

田

19.
pasilの筋注の有効性 も報告している.著者 も

Chlorpromazine及びSerpasilを振戦せん妄,

酒性幻覚症及びアルコール精神病に対して用

い有効性を認めることができたが,それらは

対症療法の域を出ないもののようである.

次に作用機 序 が 夫 々異 る Antabuseと

Temposilの間の優劣は,夫々一長一短があ

って即断出来ないし,またその予後からみて

･もにわかに決しかねる結果が得られた.ただ

実際問題としては Temposilは衝撃投与です

み,作用発現 も速 く,Antabuseに比 してア

ルコール反応の強さも緩徐に作用し,安全で

あり,しかも予後の点に於ては優劣がない所

から,Temposilの方が臨床治療上では些か

有利のように我々には思われる.

10年間ScANDINAVIAのアルコール中毒者
20)

研究をして来た AMARK は,該中毒者には

人格障害が多いという結論に達 した.つまり

アルコール堵癖や中毒の発生 ･発展に重大な

関係をもつ性格傾向は,抑 うつ性 ･幼児様依

存性及びてんかん性であるという.然 しなが
19.

ら一方,BowMAN &JELLINEK は性 格特

徴との関係について,信頼性が疑問であると

し,こうした研究の価値については問題を残
=ilq'

すと言明している. K.ScHNEIDER は特に

素因ずけられた人格型として,発揚性,気分

不安定性,抑 うつ性,意志薄弱性及び爆発性

のものを挙げている･著者の例では,爆発性意

志薄弱性,自信欠乏性及び発揚性のものが人

格類型の特徴として挙げられるという所見で

あった.また,抑 うつ性,気分不安定性のも

のは少なかった.又,予後の面では,抑 うつ

性,無力性及び自信欠乏性性格のものが良好

であったが,これらの性格者中には試験飲酒

そのものによる大なる苦痛が患者の意識下に

作問しやす く,為に禁酒 ･節酒が もたらされ

ているのではなかろ うかと考える.これに反

し,発揚性,気分不安定性,爆発性,意志薄

弱性及び顕揚欲性性格のものの予後は一般に

不良であった. 然 もこれらの性格者はアルコ

ール中毒者の人格型の大部分をしめている.
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ここにアルコール噂癖 ･中毒治療の困難性を

考えることが出来る.

初診時の精神症状については多彩を極めて

いるが,増動状態,幻覚 ･妄想状態及び病的
21.･

酷酎傾向が多かった. FLEETWOOD が飲酒

噂癖の研究に当って,最 も本質的な ものとし

て,不安,緊張及び憤まんの 3つの情緒をと

り上げているが,これらの初診時の精神症状

から多少ともこの傾向が認められたように思
21)

われる.MAURICE & JusTIN は慢性アルコ

ール中毒に於ける幻聴の現象を検討し,幻聴

の発生率 も多 く,そのものの経過は一般に良

性で一過性であるとい う.著者の症例に於い

て も幻覚状態を呈したものが 比 較 的 多かっ

た.しか も幻電者の経過は良性で,予後に於

いても比較的寛解率をが良かった.文減動状

態が最 も良いも寛解率を示 していることは,

前述 した抑 うつ性性格,無力性性格の ものが

最 も寛解率が高かったことと関連 して,この

状態の ものに抗酒剤治療が精神療法の効果と

相まって最 も有効に働 くものと推定 される.

遺伝負因と環境状態 とは互に密接な開床に

あり,特に予後に於いて再びその環境に入っ

たものは再飲酒 しているものが多い.ここに

環境改善 ･適応といった after-careの 問 題

が提起される.

症状程度に於いて,本対象別は重症に傾い

ているものが比較的多いことより,予後の成

績は或る程度高 く評価されて良いと思われる

が,然 しそれだけで予後をみることは一考を

要する.

治療後の禁酒持続朝岡は,大部分の患者に

於いて 3カ月以上の禁酒がみられた更面,ほ

ぼ 6カ月以内といったところでの再飲酒の危

険が最 も多かった.抗酒剤以外の治療のみ受

けた愚者の不変 4例中, 3例は共に 1カ月以

内に再飲酒 し,元の飲酒量に戻っているとこ

ろから,抗酒剤の治療効果が,或る期間に再

発するものがあるとして も,かな りの期間,

少な くとも約 3カ月以上の禁酒を保たせ得 る

もののようである.然 し抗酒剤 治療を受けた

- 451

対象別 中, 4カ月以上禁酒を保っていたもの

は,対社会的症状程度が重症 (捕)である13

例中4例,中等皮(≠)である11例中8例で,そ

の予後が重症の ものに於いても可成 りの改善
〇/

が認められる.石橋教授等の報告に著者の成

績が近い.これは抗酒剤効果の限界であろ う.

発病迄の飲酒期間と予後に関しては,飲酒

開始より発病迄の飲酒期間が短い程予後が悪

いとい う結果が出た.ところで短期間に中毒

状態に陥る もの の 大部分は若年者層であっ

た.これに反し,長期間の飲酒噂癖がやがて

中毒に移行 した ものは高年層であった.これ

らの高年者では身体的に も障害を来 している

ものが多く,心理的に も相当の影響が働いて

再び飲酒欲が起 らないか,或いは起っても身

体的に又精神的に飲酒出来ない状態にあった

ものと考えられる.このことは,身体的障害

に制限され,為に抗酒剤以外の治療をせざる

を得なかったものが比較的高年層に多 く,ま

たそれらは長期の入院で断酒せしめられたと

いう,その結果として寛解を示す ものが多い

ことからもいい得 るであろ う.

試験飲酒 1回のみ行った場合は寛解3870,

軽快3170,不変31%であり, 3-4回反覆 し

た場合は寛解57%,軽快1470,不変2970とい

う成績であった.このことからは試験飲酒を

反覆 した万がよいとい うことになる.ところ

で Antabuseに於ては,W ILLIAMS(1952)

によれば,持続治療期間を3-4週間といい

MARTENSEN-LARSENはAntabuseの維持量
2)

0.5gを6カ月間とし,JACOBSEN &HALD

は治療胡間 2-7カ月,試験飲酒を 1週間毎

に行 うことが必要で あ る と い っ て い る.
14ノ

STAHELIN 等は試験飲酒時の苦痛を反 覆 し

ながら維持量を減 じ,服薬期間を短縮せ しめ

ることも必要であるといっている.又石灰窒
16)

素療法に於いては,薄葉は毎日或いは隔日1

日1回,10-15回で充分の効果をあげ うると

報告している.要するに抗酒剤による治療で

は試験飲酒の反覆が必要であるものと我々に

は思われる.然 しながら抗酒剤-アルコール
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反応の効果の強弱からみると,予後の良否は

必ず しも一律に決まらないものの よ うで あ

る.それ故に試験飲酒によって強度の反応を

望む必要は必ず しもないようであることも否

めない.過更応に対する適切な救済法が発見

されて居ない今日,程よいところの軽度(≠′)

乃至中等定 (侶)で飲酒を打切ることが必要

ではあるまいか.我々の経験では,この程よ

い試験飲酒を数回繰返すことが予後良好な結

果をもたらしていた.

再飲酒動機としては, ｢少 しならいいと思

って｣とい うのが59%の過半数を占め, ｢我

慢出来なくて｣が1670,｢人にすすめられて｣

が1370, ｢やけ酒で｣が 670とい う結果を得

た.従って眼薬治療の効果を更にこした性格

面の欠陥,特に抑制出来ない程強い飲酒-の

衝動が,再発度を左右していることが うかが

われる.

もともとアルコール噂癖 ･中毒の中には,

精神医学的には他に存在する精神障害の一つ

の症状の現われであると考えられるものが少

なからずある.従って隠された愚者の性格傾

向,また社会環境の歪んだ状態に適切な処置

を講ずることなしに,抗酒剤治療を行なうの

ではなく,愚者に充分な精神療法的措置を加

え乍ら,その上で,あるいはそれと同時に抗

酒剤を投与すべ きであることは,予後の面か

らみて大いに痛感 されるところである.

概 括 ･結 論

最近,過去 3年間に治療 した被検者89名の

うち,45名について退院後の予後を調査し,

また治療成績と比較検討し,次のような所見

を得た.

1) 抗酒剤治療列31を除 く他は対症 ･精神

療法を同時に行ったものであるが,共者とも

寛解が約4070,軽快が30%,不変が凡そ3070

であり'4070が禁酒状態であった.一般に抗

酒剤治療が改善率が大で,殆んど全例が 3カ

月以上禁酒しているが, 6カ月目が再飲酒の

危険が大である.

田

2) 軽度の中毒 ･噂癖者の改善度は惑いが

重症例では60-70%が改善していた.状態像

では欠陥状態のものが予後不良である.ただ

遺伝負荷例の予後は必ず しも不良ではない.

3) 性格面では,抑 うつ ･無力性の寛解率

がよく,ついで自信欠乏者の傾であるが,意

志薄弱者は最 も不良である.然 し環境状態,

対社会的障害度の不良,高度なものほど予後

が芳しくない.

4) 受診時年令では若年層ほど,また飲酒

期間では短いもの程再発への可能性が高い.

なお,予後が良好であるといっても,その社

会復帰状態をみると,対自己 ･家庭面では復

帰が良好であるとはいえ,対社会面では種々

考慮 しなければならない問題が少なからず見

受けられた.

5) 抗酒剤治療例では,飲酒試験回数の多

いものほど,またその際にもたらされる酒精

一抗酒剤反応の強いものほど予後が良好であ

る.

6) 再飲酒の動機は環境にも依存するが,

他面では爆発性 ･薄弱傾向に基ず く因子 も多

分に働いている.

7) 以上の諸所見について種々考察を加え

たが,酒精噂癖特に中毒者の治療予後には,

唯単に薬剤治療のそれにとどまらず,社会生

活面や個人のタト内諸因子が互に複雑に交錯,

混在するので,一貫した綜合的治療対策がと

られなければならない.然 も被治療者の約yS

が禁酒,yBが節酒の状態にあることを確認で

きたことは該治療の進歩であると思われる.
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